
弊所番号： - /  
弊所番号を明記すること 

(220)受理日 受入番号 (111)登録番号 

ロシア連邦商標（サービスマーク） 
登録願 

(750)連絡先住所（名宛人の完全な形で記載された郵送用住所及び名前又は
名称） 

願書 
登録願及び下記に列挙する書類を提出

した上で、願書に示した記号を出願人の

名の下に商標（サービスマーク）として

登録していただけることを求めるもの

であります。 

連邦知的所有権執行機関 
所在地：ベレシコフスカヤ・ナベレージナヤ 30、コルプス

1、モスクワ、Г-59、私書箱 5号 123995 

(731)出願人 国外の出願人の場合は

ロシア企業団体分類に

よる団体コード－WIPO
標準 ST．3による国名コ
ード（設定されている場

合） 
 
JP 

私は次に示す日付で商標の優先権を主張します。  (320)最初の出願（単数又は複数）の出願日（商標法第 9条第 2項） 
 (230)展示会の展示品の公開展示の開始日（商標法第 9条第 3項） 
 (641)原出願であって、本願がこれを基礎として分割された出願の優先日（商標法第 9条第 5項） 

 (310)最初の出願の出願番号 
 (641)分割出願の最初の出願の出願
番号 

優先権主張日 
(330)WIPO標準 ST.3による 

国名コード 
（パリ条約による優先権を主張する場合） 

   

(740)弁理士（氏名、登録番号、所在地） 
 
 
電話： ファックス： 

(540)商標出願の対象となる商標の表示 (571)商標出願の対象となる商標の説明 
  

(591)色又は色彩（色つきで商標の登録を求める場合） 

 
 

Trademark 



 

 (551)団体商標  (554)立体商標  (556)音声商標  

 (557)匂い商標  (558)単色又は数種類の色のみから構成される商標 

 (526)保護されない要素 

(511)商標登録を受けようとする商品及び（又は）サービス 標章の登録のための商品及びサービスの国
際分類の類によって区分して記載 

類 商品及びサービスの名称 
 類 

* 列挙したものが指定された欄に収まりきらない場合には、この列挙したものの全体を別紙（2 部作成）に本願の附属書類として記載
すること。 

添付書類一覧 1部当たりの
頁数 部数 

所定の金額 8500ルーブリの納付に関する書類 X X 

商標出願の対象となる商標の写真（印刷したもの）一式 X X 

出願が団体商標に該当する場合には、団体商標使用規則   

出願書類に添付する書類のロシア語への翻訳   

弁理士が委任を受けていることを示す委任状   

商品及びサービスの一覧 附属書類に記載している場合   

最初の出願からの分割出願請求   

その他書類（明記すること）   

追加情報 
 証拠書類 N 以前に登録された商標 

署名 
ロシア連邦弁理士、登録番号第 号 シピロフ、V.E. 
   年 月 日 
 


